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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮機（２１）と室外熱交換器（２３）とを有する室外ユニット（２）と、室内熱交換
器（４２、５２）とを有する室内ユニット（４、５）とが、冷媒連絡配管（６、７）を介
して接続されることにより構成される冷媒回路（１０）を備えた空気調和装置であって、
　前記冷媒回路を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量の現在値と、前記冷媒回路を流れ
る冷媒又は構成機器の運転状態量の基準値とに基づいて、冷媒量の適否を判定する冷媒量
判定手段と、
　前記冷媒量判定手段によって冷媒量の適否を判定する際に、前記運転状態量を、前記室
外熱交換器における冷媒圧力又は冷媒温度、及び、外気温度によって、前記室外熱交換器
の経年劣化の影響を補正する状態量補正手段と、
を備えた空気調和装置（１）。
【請求項２】
　圧縮機（２１）と室外熱交換器（２３）とを有する室外ユニット（２）と、室内熱交換
器（４２、５２）とを有する室内ユニット（４、５）とが、冷媒連絡配管（６、７）を介
して接続されることにより構成される冷媒回路（１０）を備えた空気調和装置であって、
　前記冷媒回路を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量の現在値と、前記冷媒回路を流れ
る冷媒又は構成機器の運転状態量の基準値とに基づいて、冷媒量の適否を判定する冷媒量
判定手段と、
　前記冷媒量判定手段によって冷媒量の適否を判定する際に、前記運転状態量を、前記室
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内熱交換器における冷媒圧力又は冷媒温度、及び、室内温度によって、前記室内熱交換器
の経年劣化の影響を補正する状態量補正手段と、
を備えた空気調和装置（１）。
【請求項３】
　圧縮機（２１）と室外熱交換器（２３）とを有する室外ユニット（２）と、室内熱交換
器（４２、５２）とを有する室内ユニット（４、５）と、冷媒連絡配管（６、７）を介し
て接続されることにより構成される冷媒回路（１０）を備えた空気調和装置であって、
　前記冷媒回路を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量の現在値と、前記冷媒回路を流れ
る冷媒又は構成機器の運転状態量の基準値とに基づいて、冷媒量の適否を判定する冷媒量
判定手段と、
　前記冷媒量判定手段によって冷媒量の適否を判定する際に、前記運転状態量を、前記室
外熱交換器における冷媒圧力又は冷媒温度、外気温度、前記室内熱交換器における冷媒圧
力又は冷媒温度、及び、室内温度によって、前記室外熱交換器及び前記室内熱交換器の経
年劣化の影響を補正する状態量補正手段と、
を備えた空気調和装置（１）。
【請求項４】
　圧縮機（２１）と室外熱交換器（２３）とを有する室外ユニット（２）と、室内熱交換
器（４２、５２）とを有する室内ユニット（４、５）とが、冷媒連絡配管（６、７）を介
して接続されることにより構成される冷媒回路（１０）を備えた空気調和装置（１）から
、前記冷媒回路を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量を取得する状態量取得手段と、
　前記状態量取得手段により取得された前記運転状態量を、運転状態量の基準値として蓄
積する状態量蓄積手段と、
　前記状態量取得手段が取得する運転状態量の現在値と、前記状態量蓄積手段に蓄積され
た前記運転状態量の基準値とに基づいて、冷媒量の適否を判定する冷媒量判定手段と、
　前記冷媒量判定手段によって冷媒量の適否を判定する際に、前記運転状態量を、前記室
外熱交換器における冷媒圧力又は冷媒温度、外気温度、前記室内熱交換器における冷媒圧
力又は冷媒温度、及び、室内温度によって、前記室外熱交換器及び前記室内熱交換器の経
年劣化の影響を補正する状態量補正手段と、
を備えた空気調和装置の冷媒量判定システム。
【請求項５】
　前記状態量取得手段は、前記空気調和装置（１）を管理しており、
　前記状態量蓄積手段、前記冷媒量判定手段、及び前記状態量補正手段は、前記空気調和
装置の遠隔にあり、前記状態量取得手段に通信回線を介して接続されている、
請求項４に記載の空気調和装置の冷媒量判定システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和装置に充填されている冷媒量の適否を判定する機能、特に、室外ユ
ニットと室内ユニットとが冷媒連絡配管を介して接続されたセパレートタイプの空気調和
装置に充填されている冷媒量の適否を判定する機能に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、室外ユニットと室内ユニットとが冷媒連絡配管を介して接続されることによ
り冷媒回路が構成されたセパレートタイプの空気調和装置がある。このような空気調和装
置では、何らかの原因で冷媒回路内から冷媒の漏洩が生じることがある。このような冷媒
漏洩は、空気調和装置の空調能力の低下や構成機器の損傷を生じさせる原因になるため、
空気調和装置に充填されている冷媒量の適否を判定する機能を備えることが望ましい。
【０００３】
　これに対して、暖房運転時における室外熱交換器の出口における冷媒の過熱度や冷房運
転時における室内熱交換器の出口における冷媒の過熱度を用いて冷媒量の適否を判定する
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方法（特許文献１参照）や、冷房運転時における室外熱交換器の出口における過冷却度を
用いて冷媒量の適否を判定する方法（特許文献２参照）等が提案されている。
【特許文献１】特開平０２－２０８４６９号公報
【特許文献２】特開２０００－３０４３８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述のような従来の冷媒量の適否を判定する機能を備えた空気調和装置においては、室
外熱交換器や室内熱交換器を含む室外ユニットや室内ユニットが現地に設置され使用が開
始された直後の状態（例えば、室外熱交換器や室内熱交換器が新品の状態）に対応する過
熱度や過冷却度等（以下、運転状態量とする）の基準値と、運転状態量の現在値とを比較
することで、冷媒量の適否を判定しているため、室外熱交換器や室内熱交換器の経年劣化
による運転状態量の変動が考慮されず、結果的に、冷媒量の適否の判定の精度が低下する
という問題が生じる。
【０００５】
　本発明の課題は、室外ユニットと室内ユニットとが冷媒連絡配管を介して接続されたセ
パレートタイプの空気調和装置において、室外熱交換器や室内熱交換器の経年劣化が生じ
ても、装置内に充填されている冷媒量の適否を精度よく判定できるようにすることにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の発明にかかる空気調和装置は、圧縮機と室外熱交換器とを有する室外ユニットと
、室内熱交換器とを有する室内ユニットとが、冷媒連絡配管を介して接続されることによ
り構成される冷媒回路を備えた空気調和装置であって、冷媒量判定手段と、状態量補正手
段とを備えている。冷媒量判定手段は、冷媒回路を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量
の現在値と、冷媒回路を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量の基準値とに基づいて、冷
媒量の適否を判定する。状態量補正手段は、冷媒量判定手段によって冷媒量の適否を判定
する際に、運転状態量を、室外熱交換器における冷媒圧力又は冷媒温度、及び、外気温度
によって、室外熱交換器の経年劣化の影響を補正する。
【０００７】
　一般に、熱交換器の熱交換性能は、伝熱係数Ｋ及び伝熱面積Ａの乗算値（以下、係数Ｋ
Ａとする）によって決定され、この係数ＫＡに熱交換器の内外温度差を乗算することによ
って熱交換量が決定される。このため、熱交換器の熱交換性能は、係数ＫＡが一定である
限りにおいて、内外温度差（室外熱交換器の場合には、外気温度と室外熱交換器内を流れ
る冷媒温度との温度差）によって決定されることになる。
【０００８】
　しかし、係数ＫＡは、例えば、室外熱交換器がクロスフィンチューブタイプの熱交換器
の場合には、プレートフィン及び伝熱管の汚れやプレートフィンの目詰まり等の経年劣化
によって変動が生じてしまうため、実際には、一定の値とはならないものである。具体的
には、経年劣化を生じた後の室外熱交換器の係数ＫＡは、現地に設置され使用が開始され
た直後の状態（例えば、室外熱交換器が新品の状態）の室外熱交換器の係数ＫＡよりも小
さくなる。このように、係数ＫＡが変動すると、係数ＫＡが一定の条件において、室外熱
交換器における冷媒圧力及び冷媒温度と外気温度との相関関係がほぼ一義的に決定される
のに対して、係数ＫＡの変動に応じて室外熱交換器における冷媒圧力及び冷媒温度と外気
温度との相関関係が変動することになる。例えば、同じ外気温度の条件において、経年劣
化を生じた状態の室外熱交換器における冷媒圧力及び冷媒温度は、現地に設置され使用が
開始された直後の状態の室外熱交換器における冷媒圧力及び冷媒温度に比べて、係数ＫＡ
の低下に応じて室外熱交換器における内外温度差が拡大する方向に変動することになる。
このため、冷媒量判定手段として、運転状態量の現在値と運転状態量の基準値とに基づい
て冷媒量の適否を判定する方式を採用する場合には、室外熱交換器に経年劣化が生じた後
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の現在の運転状態量と、室外熱交換器が現地に設置され使用が開始された直後の状態にお
ける運転状態量の基準値とを比較することになり、結果的に、異なる係数ＫＡを有する室
外熱交換器を用いて構成された２つの空気調和装置において検出された運転状態量同士を
比較することになるため、経年劣化による運転状態量の変動の影響を排除できず、冷媒量
判定の適否を精度よく判定できないものとなっている。
【０００９】
　そこで、この空気調和装置では、経年劣化の程度に応じて室外熱交換器の係数ＫＡが変
動すること、すなわち、係数ＫＡの変動に伴って、室外熱交換器における冷媒圧力及び冷
媒温度と外気温度との相関関係が変動することに着目して、冷媒量判定手段において使用
される運転状態量を、室外熱交換器における冷媒圧力又は冷媒温度、及び、外気温度を用
いて補正することで、同じ係数ＫＡを有する室外熱交換器を用いて構成された空気調和装
置において検出された運転状態量同士を比較することができるため、経年劣化による運転
状態量の変動の影響を排除することができる。
【００１０】
　これにより、この空気調和装置では、室外熱交換器の経年劣化が生じても、装置内に充
填されている冷媒量の適否を精度よく判定することができる。
【００１１】
　第２の発明にかかる空気調和装置は、圧縮機と室外熱交換器とを有する室外ユニットと
、室内熱交換器とを有する室内ユニットとが、冷媒連絡配管を介して接続されることによ
り構成される冷媒回路を備えた空気調和装置であって、冷媒量判定手段と、状態量補正手
段とを備えている。冷媒量判定手段は、冷媒回路を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量
の現在値と、冷媒回路を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量の基準値とに基づいて、冷
媒量の適否を判定する。状態量補正手段は、冷媒量判定手段によって冷媒量の適否を判定
する際に、運転状態量を、室内熱交換器における冷媒圧力又は冷媒温度、及び、室内温度
によって、室内熱交換器の経年劣化の影響を補正する。
【００１２】
　一般に、熱交換器の熱交換性能は、伝熱係数Ｋ及び伝熱面積Ａの乗算値（以下、係数Ｋ
Ａとする）によって決定され、この係数ＫＡに熱交換器の内外温度差を乗算することによ
って熱交換量が決定される。このため、熱交換器の熱交換性能は、係数ＫＡが一定である
限りにおいて、内外温度差（室内熱交換器の場合には、室内温度と室内熱交換器内を流れ
る冷媒温度との温度差）によって決定されることになる。
【００１３】
　しかし、係数ＫＡは、例えば、室内熱交換器がクロスフィンチューブタイプの熱交換器
の場合には、プレートフィン及び伝熱管の汚れやプレートフィンの目詰まり等の経年劣化
によって変動が生じてしまうため、実際には、一定の値とはならないものである。具体的
には、経年劣化を生じた後の室内熱交換器の係数ＫＡは、現地に設置され使用が開始され
た直後の状態（例えば、室内熱交換器が新品の状態）の室内熱交換器の係数ＫＡよりも小
さくなる。このように、係数ＫＡが変動すると、係数ＫＡが一定の条件において、室内熱
交換器における冷媒圧力及び冷媒温度と室内温度との相関関係がほぼ一義的に決定される
のに対して、係数ＫＡの変動に応じて室内熱交換器における冷媒圧力及び冷媒温度と室内
温度との相関関係が変動することになる。例えば、同じ室内温度の条件において、経年劣
化を生じた状態の室内熱交換器における冷媒圧力及び冷媒温度は、現地に設置され使用が
開始された直後の状態の室内熱交換器における冷媒圧力及び冷媒温度に比べて、係数ＫＡ
の低下に応じて室内熱交換器における内外温度差が拡大する方向に変動することになる。
このため、冷媒量判定手段として、運転状態量の現在値と運転状態量の基準値とに基づい
て冷媒量の適否を判定する方式を採用する場合には、室内熱交換器に経年劣化が生じた後
の現在の運転状態量と、室内熱交換器が現地に設置され使用が開始された直後の状態にお
ける運転状態量の基準値とを比較することになり、結果的に、異なる係数ＫＡを有する室
内熱交換器を用いて構成された２つの空気調和装置において検出された運転状態量同士を
比較することになるため、経年劣化による運転状態量の変動の影響を排除できず、冷媒量



(5) JP 4462096 B2 2010.5.12

10

20

30

40

50

判定の適否を精度よく判定できないものとなっている。
【００１４】
　そこで、この空気調和装置では、経年劣化の程度に応じて室内熱交換器の係数ＫＡが変
動すること、すなわち、係数ＫＡの変動に伴って、室内熱交換器における冷媒圧力及び冷
媒温度と室内温度との相関関係が変動することに着目して、冷媒量判定手段において使用
される運転状態量を、室内熱交換器における冷媒圧力又は冷媒温度、及び、室内温度を用
いて補正することで、同じ係数ＫＡを有する室内熱交換器を用いて構成された空気調和装
置において検出された運転状態量同士を比較することができるため、経年劣化による運転
状態量の変動の影響を排除することができる。
【００１５】
　これにより、この空気調和装置では、室内熱交換器の経年劣化が生じても、装置内に充
填されている冷媒量の適否を精度よく判定することができる。
【００１６】
　第３の発明にかかる空気調和装置は、圧縮機と室外熱交換器とを有する室外ユニットと
、室内熱交換器とを有する室内ユニットとが、冷媒連絡配管を介して接続されることによ
り構成される冷媒回路を備えた空気調和装置であって、冷媒量判定手段と、状態量補正手
段とを備えている。冷媒量判定手段は、冷媒回路を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量
の現在値と、冷媒回路を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量の基準値とに基づいて、冷
媒量の適否を判定する。状態量補正手段は、冷媒量判定手段によって冷媒量の適否を判定
する際に、運転状態量を、室外熱交換器における冷媒圧力又は冷媒温度、外気温度、室内
熱交換器における冷媒圧力又は冷媒温度、及び、室内温度によって、室外熱交換器及び室
内熱交換器の経年劣化の影響を補正する。
【００１７】
　一般に、熱交換器の熱交換性能は、伝熱係数Ｋ及び伝熱面積Ａの乗算値（以下、係数Ｋ
Ａとする）によって決定され、この係数ＫＡに熱交換器の内外温度差を乗算することによ
って熱交換量が決定される。このため、熱交換器の熱交換性能は、係数ＫＡが一定である
限りにおいて、内外温度差（室外熱交換器の場合には、外気温度と室外熱交換器内を流れ
る冷媒温度との温度差、室内熱交換器の場合には、室内温度と室内熱交換器内を流れる冷
媒温度との温度差）によって決定されることになる。
【００１８】
　しかし、係数ＫＡは、例えば、室外熱交換器がクロスフィンチューブタイプの熱交換器
の場合には、プレートフィン及び伝熱管の汚れやプレートフィンの目詰まり等の経年劣化
によって変動が生じてしまうため、実際には、一定の値とはならないものである。具体的
には、経年劣化を生じた後の室外熱交換器の係数ＫＡは、現地に設置され使用が開始され
た直後の状態（例えば、室外熱交換器が新品の状態）の室外熱交換器の係数ＫＡよりも小
さくなる。このように、係数ＫＡが変動すると、係数ＫＡが一定の条件において、室外熱
交換器における冷媒圧力及び冷媒温度と外気温度との相関関係がほぼ一義的に決定される
のに対して、係数ＫＡの変動に応じて室外熱交換器における冷媒圧力及び冷媒温度と外気
温度との相関関係が変動することになる。例えば、同じ外気温度の条件において、経年劣
化を生じた状態の室外熱交換器における冷媒圧力及び冷媒温度は、現地に設置され使用が
開始された直後の状態の室外熱交換器における冷媒圧力及び冷媒温度に比べて、係数ＫＡ
の低下に応じて室外熱交換器における内外温度差が拡大する方向に変動することになる。
このため、冷媒量判定手段として、運転状態量の現在値と運転状態量の基準値とに基づい
て冷媒量の適否を判定する方式を採用する場合には、室外熱交換器に経年劣化が生じた後
の現在の運転状態量と、室外熱交換器が現地に設置され使用が開始された直後の状態にお
ける運転状態量の基準値とを比較することになり、結果的に、異なる係数ＫＡを有する室
外熱交換器を用いて構成された２つの空気調和装置において検出された運転状態量同士を
比較することになるため、経年劣化による運転状態量の変動の影響を排除できず、冷媒量
判定の適否を精度よく判定できないものとなっている。
【００１９】
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　このことは、室内熱交換器についても当てはまり、同じ室内温度の条件において、経年
劣化を生じた状態の室内熱交換器における冷媒圧力及び冷媒温度は、現地に設置され使用
が開始された直後の状態（例えば、室内熱交換器が新品の状態）の室内熱交換器における
冷媒圧力及び冷媒温度に比べて、係数ＫＡの低下に応じて室内熱交換器における内外温度
差が拡大する方向に変動することになるため、冷媒量判定手段として、運転状態量の現在
値と運転状態量の基準値とに基づいて冷媒量の適否を判定する方式を採用する場合には、
室内熱交換器に経年劣化が生じた後の現在の運転状態量と、室内熱交換器が現地に設置さ
れ使用が開始された直後の状態における運転状態量の基準値とを比較することになり、結
果的に、異なる係数ＫＡを有する室内熱交換器を用いて構成された２つの空気調和装置に
おいて検出された運転状態量同士を比較することになるため、経年劣化による運転状態量
の変動の影響を排除できず、冷媒量判定の適否を精度よく判定できないものとなっている
。
【００２０】
　そこで、この空気調和装置では、経年劣化の程度に応じて室外熱交換器及び室内熱交換
器の係数ＫＡが変動すること、すなわち、係数ＫＡの変動に伴って、室外熱交換器におけ
る冷媒圧力及び冷媒温度と外気温度との相関関係、及び、室内熱交換器における冷媒圧力
及び冷媒温度と室内温度との相関関係が変動することに着目して、冷媒量判定手段におい
て使用される運転状態量を、室外熱交換器における冷媒圧力又は冷媒温度、外気温度、室
内熱交換器における冷媒圧力又は冷媒温度、及び、室内温度を用いて補正することで、同
じ係数ＫＡを有する室外熱交換器及び室内熱交換器を用いて構成された空気調和装置にお
いて検出された運転状態量同士を比較することができるため、経年劣化による運転状態量
の変動の影響を排除することができる。
【００２１】
　これにより、この空気調和装置では、室外熱交換器及び室内熱交換器の経年劣化が生じ
ても、装置内に充填されている冷媒量の適否を精度よく判定することができる。
【００２２】
　第４の発明にかかる空気調和装置の冷媒量判定システムは、状態量取得手段と、状態量
蓄積手段と、冷媒量判定手段と、状態量補正手段とを備えている。状態量取得手段は、空
気調和装置から冷媒回路を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量を取得する。空気調和装
置は、圧縮機と室外熱交換器とを有する室外ユニットと、室内熱交換器とを有する室内ユ
ニットとが、冷媒連絡配管を介して接続されることにより構成される冷媒回路を備えてい
る。状態量蓄積手段は、状態量取得手段により取得された運転状態量を、運転状態量の基
準値として蓄積する。冷媒量判定手段は、状態量取得手段が取得する運転状態量の現在値
と、状態量蓄積手段に蓄積された前記運転状態量の基準値とに基づいて、冷媒量の適否を
判定する。状態量補正手段は、冷媒量判定手段によって冷媒量の適否を判定する際に、運
転状態量を、室外熱交換器における冷媒圧力又は冷媒温度、外気温度、室内熱交換器にお
ける冷媒圧力又は冷媒温度、及び、室内温度によって、室外熱交換器及び室内熱交換器の
経年劣化の影響を補正する。
【００２３】
　一般に、熱交換器の熱交換性能は、伝熱係数Ｋ及び伝熱面積Ａの乗算値（以下、係数Ｋ
Ａとする）によって決定され、この係数ＫＡに熱交換器の内外温度差を乗算することによ
って熱交換量が決定される。このため、熱交換器の熱交換性能は、係数ＫＡが一定である
限りにおいて、内外温度差（室外熱交換器の場合には、外気温度と室外熱交換器内を流れ
る冷媒温度との温度差、室内熱交換器の場合には、室内温度と室内熱交換器内を流れる冷
媒温度との温度差）によって決定されることになる。
【００２４】
　しかし、係数ＫＡは、例えば、室外熱交換器がクロスフィンチューブタイプの熱交換器
の場合には、プレートフィン及び伝熱管の汚れやプレートフィンの目詰まり等の経年劣化
によって変動が生じてしまうため、実際には、一定の値とはならないものである。具体的
には、経年劣化を生じた後の室外熱交換器の係数ＫＡは、現地に設置され使用が開始され



(7) JP 4462096 B2 2010.5.12

10

20

30

40

50

た直後の状態（例えば、室外熱交換器が新品の状態）の室外熱交換器の係数ＫＡよりも小
さくなる。このように、係数ＫＡが変動すると、係数ＫＡが一定の条件において、室外熱
交換器における冷媒圧力及び冷媒温度と外気温度との相関関係がほぼ一義的に決定される
のに対して、係数ＫＡの変動に応じて室外熱交換器における冷媒圧力及び冷媒温度と外気
温度との相関関係が変動することになる。例えば、同じ外気温度の条件において、経年劣
化を生じた状態の室外熱交換器における冷媒圧力及び冷媒温度は、現地に設置され使用が
開始された直後の状態の室外熱交換器における冷媒圧力及び冷媒温度に比べて、係数ＫＡ
の低下に応じて室外熱交換器における内外温度差が拡大する方向に変動することになる。
このため、冷媒量判定手段として、運転状態量の現在値と運転状態量の基準値とに基づい
て冷媒量の適否を判定する方式を採用する場合には、室外熱交換器に経年劣化が生じた後
の現在の運転状態量と、室外熱交換器が現地に設置され使用が開始された直後の状態にお
ける運転状態量の基準値とを比較することになり、結果的に、異なる係数ＫＡを有する室
外熱交換器を用いて構成された２つの空気調和装置において検出された運転状態量同士を
比較することになるため、経年劣化による運転状態量の変動の影響を排除できず、冷媒量
判定の適否を精度よく判定できないものとなっている。
【００２５】
　このことは、室内熱交換器についても当てはまり、同じ室内温度の条件において、経年
劣化を生じた状態の室内熱交換器における冷媒圧力及び冷媒温度は、現地に設置され使用
が開始された直後の状態（例えば、室内熱交換器が新品の状態）の室内熱交換器における
冷媒圧力及び冷媒温度に比べて、係数ＫＡの低下に応じて室内熱交換器における内外温度
差が拡大する方向に変動することになるため、冷媒量判定手段として、運転状態量の現在
値と運転状態量の基準値とに基づいて冷媒量の適否を判定する方式を採用する場合には、
室内熱交換器に経年劣化が生じた後の現在の運転状態量と、室内熱交換器が現地に設置さ
れ使用が開始された直後の状態における運転状態量の基準値とを比較することになり、結
果的に、異なる係数ＫＡを有する室内熱交換器を用いて構成された２つの空気調和装置に
おいて検出された運転状態量同士を比較することになるため、経年劣化による運転状態量
の変動の影響を排除できず、冷媒量判定の適否を精度よく判定できないものとなっている
。
【００２６】
　そこで、この冷媒量判定システムでは、経年劣化の程度に応じて室外熱交換器及び室内
熱交換器の係数ＫＡが変動すること、すなわち、係数ＫＡの変動に伴って、室外熱交換器
における冷媒圧力及び冷媒温度と外気温度との相関関係、及び、室内熱交換器における冷
媒圧力及び冷媒温度と室内温度との相関関係が変動することに着目して、冷媒量判定手段
において使用される運転状態量を、室外熱交換器における冷媒圧力又は冷媒温度、外気温
度、室内熱交換器における冷媒圧力又は冷媒温度、及び、室内温度を用いて補正すること
で、同じ係数ＫＡを有する室外熱交換器及び室内熱交換器を用いて構成された空気調和装
置において検出された運転状態量同士を比較することができるため、経年劣化による運転
状態量の変動の影響を排除することができる。
【００２７】
　これにより、この冷媒量判定システムでは、室外熱交換器及び室内熱交換器の経年劣化
が生じても、装置内に充填されている冷媒量の適否を精度よく判定することができる。
【００２８】
　第５の発明にかかる空気調和装置の冷媒量判定システムは、第４の発明にかかる空気調
和装置の冷媒量判定システムにおいて、状態量取得手段は、空気調和装置を管理している
。状態量蓄積手段、冷媒量判定手段、及び状態量補正手段は、空気調和装置の遠隔にあり
、状態量取得手段に通信回線を介して接続されている。
【００２９】
　この冷媒量判定システムでは、状態量蓄積手段、冷媒量判定手段、及び状態量補正手段
が、空気調和装置の遠隔に存在しているため、空気調和装置の過去の運転データを大量に
蓄積しておくことが可能な構成を容易に実現できる。これにより、例えば、蓄積手段に蓄
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積された過去の運転データの中から、状態量取得手段が取得した現在の運転データに類似
した運転データを選択し、両データを比較して冷媒量の適否の判定を行うことが可能にな
る。
【発明の効果】
【００３０】
　以上の説明に述べたように、本発明によれば、以下の効果が得られる。
【００３１】
　第１の発明では、室外熱交換器の経年劣化が生じても、装置内に充填されている冷媒量
の適否を精度よく判定することができる。
【００３２】
　第２の発明では、室内熱交換器の経年劣化が生じても、装置内に充填されている冷媒量
の適否を精度よく判定することができる。
【００３３】
　第３の発明では、室外熱交換器及び室内熱交換器の経年劣化が生じても、装置内に充填
されている冷媒量の適否を精度よく判定することができる。
【００３４】
　第４の発明では、室外熱交換器及び室内熱交換器の経年劣化が生じても、空気調和装置
内に充填されている冷媒量の適否を精度よく判定することができる。
【００３５】
　第５の発明では、空気調和装置の過去の運転データを大量に蓄積しておくことが可能な
構成を容易に実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、図面に基づいて、本発明にかかる空気調和装置の実施形態について説明する。
【００３７】
　（１）空気調和装置の構成
　図１は、本発明の一実施形態にかかる空気調和装置１の概略の冷媒回路図である。空気
調和装置１は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことによって、ビル等の屋内の冷暖
房に使用される装置である。空気調和装置１は、主として、１台の熱源ユニットとしての
室外ユニット２と、それに並列に接続された複数台（本実施形態では、２台）の利用ユニ
ットとしての室内ユニット４、５と、室外ユニット２と室内ユニット４、５とを接続する
冷媒連絡配管としての液冷媒連絡配管６及びガス冷媒連絡配管７とを備えている。すなわ
ち、本実施形態の空気調和装置１の蒸気圧縮式の冷媒回路１０は、室外ユニット２と、室
内ユニット４、５と、液冷媒連絡配管６及びガス冷媒連絡配管７とが接続されることによ
って構成されている。
【００３８】
　＜室内ユニット＞
　室内ユニット４、５は、ビル等の屋内の天井に埋め込みや吊り下げ等により、又は、屋
内の壁面に壁掛け等により設置されている。室内ユニット４、５は、液冷媒連絡配管６及
びガス冷媒連絡配管７を介して室外ユニット２に接続されており、冷媒回路１０の一部を
構成している。
【００３９】
　次に、室内ユニット４、５の構成について説明する。尚、室内ユニット４と室内ユニッ
ト５とは同様の構成であるため、ここでは、室内ユニット４の構成のみ説明し、室内ユニ
ット５の構成については、それぞれ、室内ユニット４の各部を示す４０番台の符号の代わ
りに５０番台の符号を付して、各部の説明を省略する。
【００４０】
　室内ユニット４は、主として、冷媒回路１０の一部を構成する室内側冷媒回路１０ａ（
室内ユニット５では、室内側冷媒回路１０ｂ）を備えている。この室内側冷媒回路１０ａ
は、主として、利用側膨張弁としての室内膨張弁４１と、利用側熱交換器としての室内熱
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交換器４２とを備えている。
【００４１】
　本実施形態において、室内膨張弁４１は、室内側冷媒回路１０ａ内を流れる冷媒の流量
の調節等を行うために、室内熱交換器４２の液側に接続された電動膨張弁である。
【００４２】
　本実施形態において、室内熱交換器４２は、伝熱管と多数のフィンとにより構成された
クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器であり、冷房運転時には冷媒の蒸
発器として機能して室内の空気を冷却し、暖房運転時には冷媒の凝縮器として機能して室
内の空気を加熱する熱交換器である。
【００４３】
　本実施形態において、室内ユニット４は、ユニット内に室内空気を吸入して、熱交換し
た後に、供給空気として室内に供給するための室内ファン４３を備えており、室内空気と
室内熱交換器４２を流れる冷媒とを熱交換させることが可能である。室内ファン４３は、
室内熱交換器４２に供給する空気の流量を可変することが可能なファンであり、本実施形
態において、ＤＣファンモータからなるモータ４３ａによって駆動される遠心ファンや多
翼ファン等である。
【００４４】
　また、室内ユニット４には、各種のセンサが設けられている。室内熱交換器４２の液側
には、液状態又は気液二相状態の冷媒の温度（すなわち、暖房運転時における凝縮温度Ｔ
ｃ又は冷房運転時における蒸発温度Ｔｅに対応する冷媒温度）を検出する液側温度センサ
４４が設けられている。室内熱交換器４２のガス側には、ガス状態又は気液二相状態の冷
媒の温度を検出するガス側温度センサ４５が設けられている。室内ユニット４の室内空気
の吸入口側には、ユニット内に流入する室内空気の温度（すなわち、室内温度Ｔｒ）を検
出する室内温度センサ４６が設けられている。本実施形態において、液側温度センサ４４
、ガス側温度センサ４５及び室内温度センサ４６は、サーミスタからなる。また、室内ユ
ニット４は、室内ユニット４を構成する各部の動作を制御する室内側制御部４７を備えて
いる。そして、室内側制御部４７は、室内ユニット４の制御を行うために設けられたマイ
クロコンピュータやメモリ等を有しており、室内ユニット４を個別に操作するためのリモ
コン（図示せず）との間で制御信号等のやりとりを行ったり、室外ユニット２との間で制
御信号等のやりとりを行うことができるようになっている。
【００４５】
　＜室外ユニット＞
　室外ユニット２は、ビル等の屋上等に設置されており、液冷媒連絡配管６及びガス冷媒
連絡配管７を介して室内ユニット４、５に接続されており、室内ユニット４、５の間で冷
媒回路１０を構成している。
【００４６】
　次に、室外ユニット２の構成について説明する。室外ユニット２は、主として、冷媒回
路１０の一部を構成する室外側冷媒回路１０ｃを備えている。この室外側冷媒回路１０ｃ
は、主として、圧縮機２１と、四路切換弁２２と、熱源側熱交換器としての室外熱交換器
２３と、アキュムレータ２４と、液側閉鎖弁２５と、ガス側閉鎖弁２６とを備えている。
【００４７】
　圧縮機２１は、運転容量を可変することが可能な圧縮機であり、本実施形態において、
インバータにより制御されるモータ２１ａによって駆動される容積式圧縮機である。本実
施形態において、圧縮機２１は、１台のみであるが、これに限定されず、室内ユニットの
接続台数等に応じて、２台以上の圧縮機が並列に接続されたものであってもよい。
【００４８】
　四路切換弁２２は、冷媒の流れの方向を切り換えるための弁であり、冷房運転時には、
室外熱交換器２３を圧縮機２１において圧縮される冷媒の凝縮器として、かつ、室内熱交
換器４２、５２を室外熱交換器２３において凝縮される冷媒の蒸発器として機能させるた
めに、圧縮機２１の吐出側と室外熱交換器２３のガス側とを接続するとともに圧縮機２１
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の吸入側（具体的には、アキュムレータ２４）とガス冷媒連絡配管７側とを接続し（図１
の四路切換弁２２の実線を参照）、暖房運転時には、室内熱交換器４２、５２を圧縮機２
１において圧縮される冷媒の凝縮器として、かつ、室外熱交換器２３を室内熱交換器４２
、５２において凝縮される冷媒の蒸発器として機能させるために、圧縮機２１の吐出側と
ガス冷媒連絡配管７側とを接続するとともに圧縮機２１の吸入側と室外熱交換器２３のガ
ス側とを接続することが可能である（図１の四路切換弁２２の破線を参照）。
【００４９】
　本実施形態において、室外熱交換器２３は、伝熱管と多数のフィンとにより構成された
クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器であり、冷房運転時には冷媒の凝
縮器として機能し、暖房運転時には冷媒の蒸発器として機能する熱交換器である。室外熱
交換器２３は、そのガス側が四路切換弁２２に接続され、その液側が液冷媒連絡配管６に
接続されている。
【００５０】
　本実施形態において、室外ユニット２は、ユニット内に室外空気を吸入して、室外熱交
換器２３に供給した後に、室外に排出するための室外ファン２７を備えており、室外空気
と室外熱交換器２３を流れる冷媒とを熱交換させることが可能である。この室外ファン２
７は、室外熱交換器２３に供給する空気の流量を可変することが可能なファンであり、本
実施形態において、ＤＣファンモータからなるモータ２７ａによって駆動されるプロペラ
ファンである。
【００５１】
　アキュムレータ２４は、四路切換弁２２と圧縮機２１との間に接続されており、室内ユ
ニット４、５の運転負荷に応じて冷媒回路１０内に発生する余剰冷媒を溜めることが可能
な容器である。
【００５２】
　液側閉鎖弁２５及びガス側閉鎖弁２６は、外部の機器・配管（具体的には、液冷媒連絡
配管６及びガス冷媒連絡配管７）との接続口に設けられた弁である。液側閉鎖弁２５は、
室外熱交換器２３に接続されている。ガス側閉鎖弁２６は、四路切換弁２２に接続されて
いる。
【００５３】
　また、室外ユニット２には、各種のセンサが設けられている。具体的には、室外ユニッ
ト２には、圧縮機２１の吸入圧力Ｐｓを検出する吸入圧力センサ２８と、圧縮機２１の吐
出圧力Ｐｄを検出する吐出圧力センサ２９と、圧縮機２１の吸入温度Ｔｓを検出する吸入
温度センサ３２と、圧縮機２１の吐出温度Ｔｄを検出する吐出温度センサ３３とが設けら
れている。吸入温度センサ３２は、アキュムレータ２４の入口側に設けられている。室外
熱交換器２３には、室外熱交換器２３内を流れる冷媒の温度（すなわち、冷房運転時にお
ける凝縮温度Ｔｃ又は暖房運転時における蒸発温度Ｔｅに対応する冷媒温度）を検出する
熱交温度センサ３０が設けられている。室外熱交換器２３の液側には、液状態又は気液二
相状態の冷媒の温度を検出する液側温度センサ３１が設けられている。室外ユニット２の
室外空気の吸入口側には、ユニット内に流入する室外空気の温度（すなわち、外気温度Ｔ
ａ）を検出する外気温度センサ３４が設けられている。また、室外ユニット２は、室外ユ
ニット２を構成する各部の動作を制御する室外側制御部３５を備えている。そして、室外
側制御部３５は、室外ユニット２の制御を行うために設けられたマイクロコンピュータ、
メモリやモータ２１ａを制御するインバータ回路等を有しており、室内ユニット４、５の
室内側制御部４７、５７との間で制御信号等のやりとりを行うことができるようになって
いる。すなわち、室内側制御部４７、５７と室外側制御部３５とによって、空気調和装置
１全体の運転制御を行う制御部８が構成されている。制御部８は、図２に示されるように
、各種センサ２９～３４、４４～４６、５４～５６の検出信号を受けることができるよう
に接続されるとともに、これらの検出信号等に基づいて各種機器及び弁２１、２２、２７
ａ、４１、４３ａ、５１、５３ａを制御することができるように接続されている。また、
制御部８には、後述の冷媒漏洩検知モードにおいて、冷媒漏洩を検知したことを知らせる
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ためのＬＥＤ等からなる警告表示部９が接続されている。ここで、図２は、空気調和装置
１の制御ブロック図である。
【００５４】
　以上のように、室内側冷媒回路１０ａ、１０ｂと、室外側冷媒回路１０ｃと、冷媒連絡
配管６、７とが接続されて、空気調和装置１の冷媒回路１０が構成されている。そして、
本実施形態の空気調和装置１は、室内側制御部４７、５７と室外側制御部３５とから構成
される制御部８によって、四路切換弁２２により冷房運転及び暖房運転を切り換えて運転
を行うとともに、各室内ユニット４、５の運転負荷に応じて、室外ユニット２及び室内ユ
ニット４、５の各機器の制御を行うようになっている。
【００５５】
　（２）空気調和装置の動作
　次に、本実施形態の空気調和装置１の動作について説明する。
【００５６】
　本実施形態の空気調和装置１の運転モードとしては、各室内ユニット４、５の運転負荷
に応じて室外ユニット２及び室内ユニット４、５の各機器の制御を行う通常運転モードと
、空気調和装置１の設置後に行われる試運転を行うための試運転モードと、試運転を終了
し通常運転を開始した後において室内ユニット４、５を冷房運転しつつ凝縮器として機能
する室外熱交換器２３の出口における冷媒の過冷却度を検出して冷媒回路１０内に充填さ
れている冷媒量の適否を判断する冷媒漏洩検知モードとがある。そして、通常運転モード
には、主として、冷房運転と暖房運転とが含まれている。また、試運転モードには、冷媒
自動充填運転と制御変数変更運転とが含まれている。
【００５７】
　以下、空気調和装置１の各運転モードにおける動作について説明する。
【００５８】
　＜通常運転モード＞
　まず、通常運転モードにおける冷房運転について、図１及び図２を用いて説明する。
【００５９】
　冷房運転時は、四路切換弁２２が図１の実線で示される状態、すなわち、圧縮機２１の
吐出側が室外熱交換器２３のガス側に接続され、かつ、圧縮機２１の吸入側が室内熱交換
器５２のガス側に接続された状態となっている。また、液側閉鎖弁２５、ガス側閉鎖弁２
６は開にされ、室内膨張弁４１、５１は室内熱交換器４２、５２の出口における冷媒の過
熱度が所定値になるように開度調節されるようになっている。本実施形態において、室内
熱交換器４２、５２の出口における冷媒の過熱度は、ガス側温度センサ４５、５５により
検出される冷媒温度値から液側温度センサ４４、５４により検出される冷媒温度値を差し
引くことによって検出されるか、又は、吸入圧力センサ２８により検出される圧縮機２１
の吸入圧力Ｐｓを蒸発温度Ｔｅに対応する飽和温度値に換算し、ガス側温度センサ４５、
５５により検出される冷媒温度値からこの冷媒の飽和温度値を差し引くことによって検出
される。尚、本実施形態では採用していないが、ガス側温度センサ４５、５５により検出
される冷媒温度値から液側温度センサ４４、５４により検出される蒸発温度Ｔｅに対応す
る冷媒温度値を差し引くことによって室内熱交換器４２、５２の出口における冷媒の過熱
度を検出したり、室内熱交換器４２、５２内を流れる冷媒の温度を検出する温度センサを
設けて、この温度センサにより検出される蒸発温度Ｔｅに対応する冷媒温度値を、ガス側
温度センサ４５、５５により検出される冷媒温度値から差し引くことによって室内熱交換
器４２、５２の出口における冷媒の過熱度を検出するようにしてもよい。
【００６０】
　この冷媒回路１０の状態で、圧縮機２１、室外ファン２７及び室内ファン４３、５３を
起動すると、低圧のガス冷媒は、圧縮機２１に吸入されて圧縮されて高圧のガス冷媒とな
る。その後、高圧のガス冷媒は、四路切換弁２２を経由して室外熱交換器２３に送られて
、室外ファン２７によって供給される室外空気と熱交換を行って凝縮されて高圧の液冷媒
となる。
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【００６１】
　そして、この高圧の液冷媒は、液側閉鎖弁２５及び液冷媒連絡配管６を経由して、室内
ユニット４、５に送られる。
【００６２】
　室内ユニット４、５に送られた高圧の液冷媒は、室内膨張弁４１、５１によって減圧さ
れて低圧の気液二相状態の冷媒となって室内熱交換器４２、５２に送られ、室内熱交換器
４２、５２で室内空気と熱交換を行って蒸発されて低圧のガス冷媒となる。ここで、室内
膨張弁４１、５１は、室内熱交換器４２、５２の出口における過熱度が所定値になるよう
に室内熱交換器４２、５２内を流れる冷媒の流量を制御しているため、室内熱交換器４２
、５２において蒸発された低圧のガス冷媒は、所定の過熱度を有する状態となる。このよ
うに、各室内熱交換器４２、５２には、各室内ユニット４、５が設置された空調空間にお
いて要求される運転負荷に応じた流量の冷媒が流れている。
【００６３】
　この低圧のガス冷媒は、ガス冷媒連絡配管７を経由して室外ユニット２に送られ、ガス
側閉鎖弁２６及び四路切換弁２２を経由して、アキュムレータ２４に流入する。そして、
アキュムレータ２４に流入した低圧のガス冷媒は、再び、圧縮機２１に吸入される。ここ
で、室内ユニット４、５の運転負荷に応じて、例えば、室内ユニット４、５の一方の運転
負荷が小さい場合や停止している場合、あるいは、室内ユニット４、５の両方の運転負荷
が小さい場合等のように、冷媒回路１０内に余剰冷媒が発生する場合には、アキュムレー
タ２４にその余剰冷媒が溜まるようになっている。
【００６４】
　次に、通常運転モードにおける暖房運転について説明する。
【００６５】
　暖房運転時は、四路切換弁２２が図１の破線で示される状態、すなわち、圧縮機２１の
吐出側が室内熱交換器５２のガス側に接続され、かつ、圧縮機２１の吸入側が室外熱交換
器２３のガス側に接続された状態となっている。また、液側閉鎖弁２５、ガス側閉鎖弁２
６は開にされ、室内膨張弁４１、５１は室内熱交換器４２、５２の出口における冷媒の過
冷却度が所定値になるように開度調節されるようになっている。本実施形態において、室
内熱交換器４２、５２の出口における冷媒の過冷却度は、吐出圧力センサ２９により検出
される圧縮機２１の吐出圧力Ｐｄを凝縮温度Ｔｃに対する飽和温度値に換算し、この冷媒
の飽和温度値から液側温度センサ４４、５４により検出される冷媒温度値からこの冷媒の
飽和温度値を差し引くことによって検出される。尚、本実施形態では採用していないが、
室内熱交換器４２、５２内を流れる冷媒の温度を検出する温度センサを設けて、この温度
センサにより検出される凝縮温度Ｔｃに対応する冷媒温度値を、液側温度センサ４４、５
４により検出される冷媒温度値から差し引くことによって室内熱交換器４２、５２の出口
における冷媒の過冷却度を検出するようにしてもよい。
【００６６】
　この冷媒回路１０の状態で、圧縮機２１、室外ファン２７及び室内ファン４３、５３を
起動すると、低圧のガス冷媒は、圧縮機２１に吸入されて圧縮されて高圧のガス冷媒とな
り、四路切換弁２２、ガス側閉鎖弁２６及びガス冷媒連絡配管７を経由して、室内ユニッ
ト４、５に送られる。
【００６７】
　そして、室内ユニット４、５に送られた高圧のガス冷媒は、室外熱交換器４２、５２に
おいて、室内空気と熱交換を行って凝縮されて高圧の液冷媒となった後、室内膨張弁４１
、５１によって減圧されて低圧の気液二相状態の冷媒となる。ここで、室内膨張弁４１、
５１は、室内熱交換器４２、５２の出口における過冷却度が所定値になるように室内熱交
換器４２、５２内を流れる冷媒の流量を制御しているため、室内熱交換器４２、５２にお
いて凝縮された高圧の液冷媒は、所定の過冷却度を有する状態となる。このように、各室
内熱交換器４２、５２には、各室内ユニット４、５が設置された空調空間において要求さ
れる運転負荷に応じた流量の冷媒が流れている。
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【００６８】
　この低圧の気液二相状態の冷媒は、液冷媒連絡配管６を経由して室外ユニット２に送ら
れ、及び液側閉鎖弁２５を経由して、室外熱交換器２３に流入する。そして、室外熱交換
器２３に流入した低圧の気液二相状態の冷媒は、室外ファン２７によって供給される室外
空気と熱交換を行って凝縮されて低圧のガス冷媒となり、四路切換弁２２を経由してアキ
ュムレータ２４に流入する。そして、アキュムレータ２４に流入した低圧のガス冷媒は、
再び、圧縮機２１に吸入される。ここで、室内ユニット４、５の運転負荷に応じて、例え
ば、室内ユニット４、５の一方の運転負荷が小さい場合や停止している場合、あるいは、
室内ユニット４、５の両方の運転負荷が小さい場合等のように、冷媒回路１０内に余剰冷
媒量が発生する場合には、冷房運転時と同様、アキュムレータ２４に余剰冷媒が溜まるよ
うになっている。
【００６９】
　このように、冷房運転及び暖房運転を含む通常運転を行う通常運転制御手段として機能
する制御部８により、上記の冷房運転及び暖房運転を含む通常運転処理が行われる。
【００７０】
　＜試運転モード＞
　次に、試運転モードについて、図１～図３を用いて説明する。ここで、図３は、試運転
モードのフローチャートである。本実施形態において、試運転モードでは、まず、ステッ
プＳ１の自動冷媒充填運転が行われ、続いて、ステップＳ２の制御変数変更運転が行われ
る。
【００７１】
　本実施形態では、現地において、所定量の冷媒が予め充填された室外ユニット２と、室
内ユニット４、５とを設置し、液冷媒連絡配管６及びガス冷媒連絡配管７を介して接続し
て冷媒回路１０を構成した後に、液冷媒連絡配管６及びガス冷媒連絡配管７の長さに応じ
て不足する冷媒を冷媒回路１０内に追加充填する場合を例にして説明する。
【００７２】
　＜ステップＳ１：自動冷媒充填運転＞
　まず、室外ユニット２の液側閉鎖弁２５及びガス側閉鎖弁２６を開けて、室外ユニット
２に予め充填されている冷媒を冷媒回路１０内に充満させる。
【００７３】
　次に、試運転を行う者が、制御部８に対して直接に、又は、リモコン（図示せず）等を
通じて遠隔に、試運転を開始する指令を出すと、制御部８によって、図４に示されるステ
ップＳ１１～ステップＳ１３の処理が行われる。ここで、図４は、冷媒自動充填運転のフ
ローチャートである。
【００７４】
　＜ステップＳ１１：冷媒量判定運転＞
　冷媒自動充填運転の開始指令がなされると、冷媒回路１０が、室外ユニット２の四路切
換弁２２が図１の実線で示される状態で、かつ、室内ユニット４、５の室内膨張弁４１、
５１が開けられた状態となり、圧縮機２１、室外ファン２７及び室内ファン４３、５３が
起動されて、室内ユニット４、５の全てについて強制的に冷房運転（以下、室内ユニット
全数運転とする）が行われる。
【００７５】
　すると、冷媒回路１０において、圧縮機２１から凝縮器として機能する室外熱交換器２
３までの流路には圧縮機２１において圧縮・吐出された高圧のガス冷媒が流れ、凝縮器と
して機能する室外熱交換器２３内には室外空気との熱交換によってガス状態から液状態に
相変化する高圧の冷媒が流れ、室外熱交換器２３から室内膨張弁４１、５１までの液冷媒
連絡配管６を含む流路には高圧の液冷媒が流れ、蒸発器として機能する室内熱交換器４２
、５２内には室内空気との熱交換によって気液二相状態からガス状態に相変化する低圧の
冷媒が流れ、室内熱交換器４２、５２から圧縮機２１までのガス冷媒連絡配管７及びアキ
ュムレータ２４を含む流路には低圧のガス冷媒が流れるようになる。
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【００７６】
　次に、下記のような機器制御を行って、冷媒回路１０内を循環する冷媒の状態を安定さ
せる運転に移行する。具体的には、圧縮機２１のモータ２１ａの回転数ｆを所定値で一定
になるように制御し（圧縮機回転数一定制御）、蒸発器として機能する室内熱交換器４２
、５２の過熱度ＳＨｉが所定値で一定になるように室内膨張弁４１、５１を制御（以下、
室内熱交過熱度一定制御とする）する。ここで、回転数一定制御を行うのは、圧縮機２１
によって吸入・吐出される冷媒の流量を安定させるためである。また、過熱度制御を行う
のは、室内熱交換器４２、５２及びガス冷媒連絡配管７における冷媒量を一定にするため
である。
【００７７】
　すると、冷媒回路１０において、冷媒回路１０内を循環する冷媒の状態が安定して、室
外熱交換器２３以外の機器及び配管における冷媒量がほぼ一定となるため、続いて行われ
る冷媒の追加充填によって冷媒回路１０内に冷媒が充填され始めた際に、室外熱交換器２
３に溜まる液冷媒量のみが変化する状態を作り出すことができる（以下、この運転を冷媒
量判定運転とする）。
【００７８】
　このように、室内ユニット全数運転、圧縮機回転数一定制御、及び、室内熱交過熱度一
定制御を含む冷媒量判定運転を行う冷媒量判定運転制御手段として機能する制御部８によ
り、ステップＳ１１の処理が行われる。
【００７９】
　尚、本実施形態と異なり、室外ユニット２に予め冷媒が充填されていない場合には、こ
のステップＳ１１の処理に先だって、冷凍サイクル運転を行うことが可能な程度の冷媒量
になるまで冷媒充填を行う必要がある。
【００８０】
　＜ステップＳ１２：冷媒充填時の運転データ蓄積＞
　次に、上記の冷媒量判定運転を行いつつ、冷媒回路１０内に冷媒の追加充填を実施する
が、この際、ステップＳ１２において、冷媒の追加充填時における冷媒回路１０内を流れ
る冷媒又は構成機器の運転状態量を運転データとして取得し、制御部８のメモリに蓄積す
る。本実施形態においては、室外熱交換器２３の出口における過冷却度ＳＣｏと、外気温
度Ｔａと、室内温度Ｔｒと、吐出圧力Ｐｄと、吸入圧力Ｐｓとが、冷媒充填時の運転デー
タとして制御部８のメモリに蓄積される。尚、本実施形態において、室外熱交換器２３の
出口における冷媒の過冷却度ＳＣｏは、凝縮温度Ｔｃに対応する熱交温度センサ３０によ
り検出される冷媒温度値から液側温度センサ３１により検出される冷媒温度値を差し引く
ことによって検出されるか、又は、吐出圧力センサ２９により検出される圧縮機２１の吐
出圧力Ｐｄを凝縮温度Ｔｃに対応する飽和温度値に換算し、この冷媒の飽和温度値から液
側温度センサ３１により検出される冷媒温度値を差し引くことによって検出されるもので
ある。
【００８１】
　このステップＳ１２は、後述のステップＳ１３における冷媒量の適否の判定の条件が満
たされるまで繰り返されるため、冷媒の追加充填が開始してから完了するまでの間、上述
の冷媒充填時の運転状態量が、冷媒充填時の運転データとして制御部８のメモリに蓄積さ
れる。尚、制御部８のメモリに蓄積される運転データは、冷媒の追加充填が開始してから
完了するまでの間の運転データのうち、例えば、適当な温度間隔ごとに過冷却度ＳＣｏを
蓄積するとともに、これらの過冷却度ＳＣｏに対応する他の運転状態量を蓄積する等のよ
うに、適当に間引きした運転データを蓄積するようにしてもよい。
【００８２】
　このように、冷媒充填を伴う運転時に冷媒回路１０内を流れる冷媒又は構成機器の運転
状態量を運転データとして蓄積する状態量蓄積手段として機能する制御部８により、ステ
ップＳ１２の処理が行われるため、冷媒の追加充填完了後の冷媒量（以下、初期冷媒量と
する）よりも少ない量の冷媒が冷媒回路１０内に充填されている場合の運転状態量を運転
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データとして得ることができる。
【００８３】
　＜ステップＳ１３：冷媒量の適否の判定＞
　上述のように、冷媒回路１０内に冷媒の追加充填を開始すると、冷媒回路１０内の冷媒
量が徐々に増加するため、室外熱交換器２３における冷媒量が増加し、室外熱交換器２３
の出口における過冷却度ＳＣｏが大きくなる傾向が現れる。この傾向は、室外熱交換器２
３の出口における過冷却度ＳＣｏと冷媒回路１０内に充填されている冷媒量との間に、図
５に示されるような相関関係があることを意味している。ここで、図５は、冷媒量判定運
転における室外熱交換器２３の出口における過冷却度ＳＣｏと、外気温度Ｔａ及び冷媒量
Ｃｈとの関係を示すグラフである。この相関関係は、現地に設置され使用が開始された直
後の状態の空気調和装置１を用いて上述の冷媒量判定運転を行った場合において、冷媒回
路１０内に冷媒を予め設定された規定冷媒量になるまで充填した場合における、室外熱交
換器２３の出口における過冷却度ＳＣｏの値（以下、過冷却度ＳＣｏの規定値とする）と
外気温度Ｔａとの関係を示している。すなわち、試運転時（具体的には、冷媒自動充填時
）の外気温度Ｔａによって室外熱交換器２３の出口における過冷却度ＳＣｏの規定値が決
定され、この過冷却度ＳＣｏの規定値と冷媒充填時に検出される過冷却度ＳＣｏの現在値
とを比較することによって、冷媒の追加充填により冷媒回路１０内に充填される冷媒量の
適否が判定できることを意味している。
【００８４】
　ステップＳ１３は、上述のような相関関係を利用して、冷媒の追加充填により冷媒回路
１０内に充填された冷媒量の適否を判定する処理である。
【００８５】
　すなわち、追加充填される冷媒量が少なく、冷媒回路１０における冷媒量が初期冷媒量
に達していない場合においては、室外熱交換器２３における冷媒量が少ない状態となる。
ここで、室外熱交換器２３における冷媒量が少ない状態とは、室外熱交換器２３の出口に
おける過冷却度ＳＣｏの現在値が、過冷却度ＳＣｏの規定値よりも小さいことを意味する
。このため、ステップＳ１３において、室外熱交換器２３の出口における過冷却度ＳＣｏ

の値が規定値よりも小さく、冷媒の追加充填が完了していない場合には、過冷却度ＳＣｏ

の現在値が規定値に達するまで、ステップＳ１３の処理が繰り返される。また、過冷却度
ＳＣｏの現在値が規定値に達した場合には、冷媒の追加充填が完了し、冷媒量充填運転処
理としてのステップＳ１が終了する。尚、現地において配管長さや構成機器の容量等から
算出した規定冷媒量と、冷媒の追加充填が完了した後の初期冷媒量とが一致しない場合も
あるが、本実施形態では、冷媒の追加充填が完了した際における過冷却度ＳＣｏの値やそ
の他の運転状態量の値を、後述の冷媒漏洩検知モードにおける過冷却度ＳＣｏ等の運転状
態量の基準値としている。
【００８６】
　このように、冷媒量判定運転において冷媒回路１０に充填された冷媒量の適否を判定す
る冷媒量判定手段として機能する制御部８により、ステップＳ１３の処理が行われる。
【００８７】
　尚、本実施形態とは異なり、冷媒の追加充填が必要なく、室外ユニット２に予め充填さ
れている冷媒量で冷媒回路１０内の冷媒量として十分である場合には、実質的には、自動
冷媒充填運転が、初期冷媒量における運転状態量のデータの蓄積のみを行うための運転と
なる。
【００８８】
　＜ステップＳ２：制御変数変更運転＞
　上述のステップＳ１の自動冷媒充填運転が終了したら、ステップＳ２の制御変数変更運
転に移行する。制御変数変更運転では、制御部８によって、図６に示されるステップＳ２
１～ステップＳ２３の処理が行われる。ここで、図６は、制御変数変更運転のフローチャ
ートである。
【００８９】
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　＜ステップＳ２１～Ｓ２３：制御変数変更運転、及びこの運転時の運転データ蓄積＞
　ステップＳ２１では、上述の冷媒自動充填運転が終了した後、冷媒回路１０内に初期冷
媒量が充填された状態において、ステップＳ１１と同様の冷媒量判定運転を行う。
【００９０】
　そして、ここでは、初期冷媒量まで充填された後の状態で冷媒量判定運転を行っている
状態において、室外ファン２７の風量を変更することで、この試運転時、すなわち、空気
調和装置１の設置後において、室外熱交換器２３の熱交換性能が変動した状態を模擬する
運転を行ったり、室内ファン４３、５３の風量を変更することで、室内熱交換器４２、５
２の熱交換性能が変動した状態を模擬する運転を行う（以下、このような運転を制御変数
変更運転とする）。
【００９１】
　例えば、冷媒量判定運転において、室外ファン２７の風量を小さくすると、室外熱交換
器２３の伝熱係数Ｋが小さくなり熱交換性能が低下するため、図７に示されるように、室
外熱交換器２３における冷媒の凝縮温度Ｔｃが高くなり、これにより、室外熱交換器２３
における冷媒の凝縮圧力Ｐｃに対応する圧縮機２１の吐出圧力Ｐｄが高くなる傾向となる
。また、冷媒量判定運転において、室内ファン４３、５３の風量を小さくすると、室内熱
交換器４２、５２の伝熱係数Ｋが小さくなり熱交換性能が低下するため、図８に示される
ように、室内熱交換器４２、５２における冷媒の蒸発温度Ｔｅが低くなり、これにより、
室内熱交換器４２、５２における冷媒の蒸発圧力Ｐｅに対応する圧縮機２１の吸入圧力Ｐ
ｓが低くなる傾向となる。このような制御変数変更運転を行うと、冷媒回路１０内に充填
された初期冷媒量が一定のままで、各運転条件に応じて冷媒回路１０内を流れる冷媒又は
構成機器の運転状態量が変動することになる。ここで、図７は、冷媒量判定運転における
吐出圧力Ｐｄと外気温度Ｔａとの関係を示すグラフである。図８は、冷媒量判定運転にお
ける吸入圧力Ｐｓと外気温度Ｔａとの関係を示すグラフである。
【００９２】
　ステップＳ２２では、制御変数変更運転の各運転条件における冷媒回路１０内を流れる
冷媒又は構成機器の運転状態量を運転データとして取得し、制御部８のメモリに蓄積する
。本実施形態においては、室外熱交換器２３の出口における過冷却度ＳＣｏと、外気温度
Ｔａと、室内温度Ｔｒと、吐出圧力Ｐｄと、吸入圧力Ｐｓとが、冷媒充填開始時の運転デ
ータとして制御部８のメモリに蓄積される。
【００９３】
　このステップＳ２２は、ステップＳ２３において、制御変数変更運転の運転条件のすべ
てが実行されたものと判定されるまで繰り返されることになる。
【００９４】
　このように、冷媒量判定運転を行いつつ室外ファン２７及び室内ファン４３、５３の風
量を変更することで室外熱交換器２３や室内熱交換器４２、５２の熱交換性能が変動した
状態を模擬する運転を含む制御変数変更運転を行う制御変数変更運転手段として機能する
制御部８により、ステップＳ２１、Ｓ２３の処理が行われる。また、制御変数変更運転時
に冷媒回路１０内を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量を運転データとして蓄積する状
態量蓄積手段として機能する制御部８により、ステップＳ２２の処理が行われるため、室
外熱交換器２３や室内熱交換器４２、５２の熱交換性能が変動した状態を模擬する運転を
行っている場合の運転状態量を運転データとして得ることができる。
【００９５】
　＜冷媒漏洩検知モード＞
　次に、冷媒漏洩検知モードについて、図１、図２及び図９を用いて説明する。ここで、
図９は、冷媒漏洩検知モードのフローチャートである。
【００９６】
　本実施形態において、通常運転モードにおける冷房運転や暖房運転時に、定期的（例え
ば、休日や深夜等で空調を行う必要がない時間帯等）に、不測の原因により冷媒回路１０
内の冷媒が外部に漏洩していないかどうかを検知する場合を例にして説明する。
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【００９７】
　＜ステップＳ３１：通常運転モードが一定時間経過したかどうかの判定＞
　まず、上記の冷房運転や暖房運転のような通常運転モードにおける運転が一定時間（毎
１ヶ月等）経過したかどうかを判定し、通常運転モードにおける運転が一定時間経過した
場合には、次のステップＳ３２に移行する。
【００９８】
　＜ステップＳ３２：冷媒量判定運転＞
　通常運転モードにおける運転が一定時間経過した場合には、上述の冷媒自動充填運転の
ステップＳ１１と同様に、室内ユニット全数運転、圧縮機回転数一定制御、及び、室内熱
交過熱度一定制御を含む冷媒量判定運転が行われる。ここで、圧縮機２１の回転数ｆ、及
び、室内熱交換器４２、５２の出口における過熱度ＳＨｉは、冷媒自動充填運転のステッ
プＳ１１の冷媒量判定運転における回転数ｆ及び過熱度ＳＨｉの所定値と同じ値が使用さ
れる。
【００９９】
　このように、室内ユニット全数運転、圧縮機回転数一定制御、及び、室内熱交過熱度一
定制御を含む冷媒量判定運転を行う冷媒量判定運転制御手段として機能する制御部８によ
り、ステップＳ３２の処理が行われる。
【０１００】
　＜ステップＳ３３～Ｓ３５：冷媒量の適否の判定、通常運転への復帰、警告表示＞
　冷媒回路１０内の冷媒が外部に漏洩すると、冷媒回路１０内の冷媒量が減少するため、
室外熱交換器２３の出口における過冷却度ＳＣｏの現在値が減少する傾向が現れる（図５
参照）。すなわち、室外熱交換器２３の出口における過冷却度ＳＣｏの現在値とを比較す
ることによって冷媒回路１０内に充填されている冷媒量の適否が判定できることを意味し
ている。本実施形態においては、この冷媒漏洩検知運転時における室外熱交換器２３の出
口における過冷却度ＳＣｏの現在値と、上述の冷媒自動充填運転完了時における冷媒回路
１０内に充填された初期冷媒量に対応する過冷却度ＳＣｏの基準値とを比較して、冷媒量
の適否の判定、すなわち、冷媒漏洩の検知を行うものである。
【０１０１】
　ここで、上述の冷媒自動充填運転完了時における冷媒回路１０内に充填された初期冷媒
量に対応する過冷却度ＳＣｏの基準値を、冷媒漏洩検知運転時の過冷却度ＳＣｏの基準値
として使用するにあたり問題となるのが、室外熱交換器２３や室内熱交換器４２、５２の
経年劣化による熱交換性能の低下である。
【０１０２】
　一般に、熱交換器の熱交換性能は、伝熱係数Ｋ及び伝熱面積Ａの乗算値（以下、係数Ｋ
Ａとする）によって決定され、この係数ＫＡに熱交換器の内外温度差を乗算することによ
って熱交換量が決定される。このため、熱交換器の熱交換性能は、係数ＫＡが一定である
限りにおいて、内外温度差（室外熱交換器２３の場合には、外気温度Ｔａと室外熱交換器
２３内を流れる冷媒温度としての凝縮温度Ｔｃとの温度差、室内熱交換器４２、５２の場
合には、室内温度Ｔｒと室内熱交換器４２、５２内を流れる冷媒温度としての蒸発温度Ｔ
ｅとの温度差）によって決定されることになる。
【０１０３】
　しかし、係数ＫＡは、室外熱交換器２３のプレートフィン及び伝熱管の汚れやプレート
フィンの目詰まり等の経年劣化によって変動が生じてしまうため、実際には、一定の値と
はならないものである。具体的には、経年劣化を生じた状態の係数ＫＡは、室外熱交換器
２３（すなわち、空気調和装置１）が現地に設置され使用が開始された直後の状態におけ
る係数ＫＡよりも小さくなる。このように、係数ＫＡが変動すると、係数ＫＡが一定の条
件において、室外熱交換器２３における冷媒圧力（すなわち、凝縮圧力Ｐｃ）と外気温度
Ｔａとの相関関係がほぼ一義的に決定される（図７における基準線を参照）のに対して、
係数ＫＡの変動に応じて室外熱交換器２３における凝縮圧力Ｐｃと外気温度Ｔａとの相関
関係が変動することになる（図７における基準線以外の線を参照）。例えば、同じ外気温
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度Ｔａの条件において、経年劣化を生じた状態の室外熱交換器２３における凝縮圧力Ｐｃ
は、室外熱交換器２３が現地に設置され使用が開始された直後の状態の室外熱交換器２３
における凝縮圧力Ｐｃに比べて、係数ＫＡの低下に応じて凝縮圧力Ｐｃが高くなり（図１
０参照）、室外熱交換器２３における内外温度差が拡大する方向に変動することになる。
このため、冷媒量判定手段として、過冷却度ＳＣｏの現在値と過冷却度ＳＣｏの基準値と
を比較して冷媒量の適否を判定する方式を用いる場合には、室外熱交換器２３に経年劣化
が生じた後の現在の過冷却度ＳＣｏと、室外熱交換器２３が現地に設置され使用が開始さ
れた直後の状態における過冷却度ＳＣｏの基準値とを比較することになり、結果的に、異
なる係数ＫＡを有する室外熱交換器２３を用いて構成された２つの空気調和装置１におい
て検出された過冷却度ＳＣｏ同士を比較することになるため、経年劣化による過冷却度Ｓ
Ｃｏの変動の影響を排除できず、冷媒量判定の適否を精度よく判定できない場合がある。
【０１０４】
　このことは、室内熱交換器４２、５２についても当てはまり、同じ室内温度Ｔｒの条件
において、経年劣化を生じた状態の室内熱交換器４２、５２における蒸発圧力Ｐｅは、室
内熱交換器４２、５２が現地に設置され使用が開始された直後の状態の室内熱交換器４２
、５２における蒸発圧力Ｐｅに比べて、係数ＫＡの低下に応じて凝縮圧力Ｐｅが低くなり
（図１１参照）、室内熱交換器４２、５２における内外温度差が拡大する方向に変動する
ことになる。このため、冷媒量判定手段として、過冷却度ＳＣｏの現在値と過冷却度ＳＣ

ｏの基準値とを比較して冷媒量の適否を判定する方式を用いる場合には、室内熱交換器４
２、５２に経年劣化が生じた後の現在の過冷却度ＳＣｏと、室内熱交換器４２、５２が現
地に設置され使用が開始された直後の状態における過冷却度ＳＣｏの基準値とを比較する
ことになり、結果的に、異なる係数ＫＡを有する室内熱交換器４２、５２を用いて構成さ
れた２つの空気調和装置１において検出された過冷却度ＳＣｏ同士を比較することになる
ため、経年劣化による過冷却度ＳＣｏの変動の影響を排除できず、冷媒量判定の適否を精
度よく判定できない場合がある。
【０１０５】
　そこで、本実施形態の空気調和装置１では、経年劣化の程度に応じて室外熱交換器２３
及び室内熱交換器４２、５２の係数ＫＡが変動すること、すなわち、係数ＫＡの変動に伴
って、室外熱交換器２３における凝縮圧力Ｐｃと外気温度Ｔａとの相関関係、及び、室内
熱交換器４２、５２における蒸発圧力Ｐｅと室内温度Ｔｒとの相関関係が変動することに
着目して、冷媒量の適否の判定の際に使用される過冷却度ＳＣｏの現在値又は過冷却度Ｓ
Ｃｏの基準値を、室外熱交換器２３における凝縮圧力Ｐｃに対応する圧縮機２１の吐出圧
力Ｐｄ、外気温度Ｔａ、室内熱交換器４２、５２における蒸発圧力Ｐｅに対応する圧縮機
２１の吸入圧力Ｐｓ、及び、室内温度Ｔｒを用いて補正することで、同じ係数ＫＡを有す
る室外熱交換器２３及び室内熱交換器４２、５２を用いて構成された空気調和装置１にお
いて検出された過冷却度ＳＣｏ同士を比較することができるようにして、経年劣化による
過冷却度ＳＣｏの変動の影響を排除するようにしている。
【０１０６】
　尚、室外熱交換器２３については、経年劣化のほか、雨天や強風等の天候の影響による
熱交換性能の変動も生じることがある。具体的には、雨天の場合には、室外熱交換器２３
のプレートフィンや伝熱管が雨水により濡れることで、熱交換性能の変動、すなわち、係
数ＫＡの変動が生じることがある。また、強風の場合には、室外ファン２７の風量が強風
により弱くなったり強くなったりすることで、熱交換性能の変動、すなわち、係数ＫＡの
変動が生じることがある。このような天候の影響による室外熱交換器２３の熱交換性能へ
の影響についても、係数ＫＡの変動に応じた室外熱交換器２３における凝縮圧力Ｐｃと外
気温度Ｔａとの相関関係（図７参照）の変動として現れることになるため、経年劣化によ
る過冷却度ＳＣｏの変動の影響を排除することによって、結果的に、天候による過冷却度
ＳＣｏの変動の影響も併せて排除することができるようになっている。
【０１０７】
　具体的な補正方法としては、例えば、冷媒回路１０内に充填されている冷媒量Ｃｈを過
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冷却度ＳＣｏ、吐出圧力Ｐｄ、外気温度Ｔａ、吸入圧力Ｐｓ、及び、室内温度Ｔｒの関数
として表現し、冷媒漏洩検知運転時の過冷却度ＳＣｏの現在値及びこの時の吐出圧力Ｐｄ
、外気温度Ｔａ、吸入圧力Ｐｓ、及び、室内温度Ｔｒの現在値から冷媒量Ｃｈを演算する
ことにより、冷媒量の基準値である初期冷媒量と比較することで、室外熱交換器２３の出
口における過冷却度ＳＣｏの経年劣化や天候による影響を補償する方法がある。
【０１０８】
　ここで、冷媒回路１０内に充填されている冷媒量Ｃｈは、
　Ｃｈ＝ｋ１×ＳＣｏ＋ｋ２×Ｐｄ＋ｋ３×Ｔａ＋×ｋ４×Ｐｓ＋ｋ５×Ｔｒ＋ｋ６
という重回帰式からなる関数として表現することができるため、上述の試運転モードの冷
媒充填時及び制御変数変更運転時に制御部８のメモリに蓄積された運転データ（すなわち
、室外熱交換器２３の出口における過冷却度ＳＣｏ、外気温度Ｔａ、室内温度Ｔｒ、吐出
圧力Ｐｄ、及び、吸入圧力Ｐｓのデータ）を用いて、重回帰分析を行うことにより、各パ
ラメータｋ１～ｋ６を演算することで、冷媒量Ｃｈの関数を決定することができる。
【０１０９】
　尚、本実施形態において、この冷媒量Ｃｈの関数の決定は、上述の試運転モードの制御
変数変更運転後であって、最初の冷媒量漏洩検知モードへの切り替えが行われるまでの間
に、制御部８において実行される。
【０１１０】
　このように、冷媒漏洩検知モードにおける冷媒漏洩の有無の検知の際に室外熱交換器２
３及び室内熱交換器４２、５２の経年劣化や天候による過冷却度ＳＣｏへの影響を補償す
るため関数を決定する状態量補正式演算手段として機能する制御部８により、補正式を決
定する処理が行われる。
【０１１１】
　そして、この冷媒漏洩検知運転時における室外熱交換器２３の出口における過冷却度Ｓ
Ｃｏの現在値から冷媒量Ｃｈの現在値を演算し、過冷却度ＳＣｏの基準値における冷媒量
Ｃｈの基準値（すなわち、初期冷媒量）とほぼ同じ値（例えば、過冷却度ＳＣｏの現在値
に対応する冷媒量Ｃｈと初期冷媒量との差の絶対値が所定値未満）である場合には、冷媒
の漏洩がないものと判定して、次のステップＳ３４の処理に移行して、通常運転モードへ
復帰させる。
【０１１２】
　一方、この冷媒漏洩検知運転時における室外熱交換器２３の出口における過冷却度ＳＣ

ｏの現在値から冷媒量Ｃｈの現在値を演算し、初期冷媒量よりも小さい値（例えば、過冷
却度ＳＣｏの現在値に対応する冷媒量Ｃｈと初期冷媒量との差の絶対値が所定値以上）で
ある場合には、冷媒の漏洩が発生しているものと判定して、ステップＳ３５の処理に移行
して、冷媒漏洩を検知したことを知らせる警告を警告表示部９に表示した後、ステップＳ
３４の処理に移行して、通常運転モードへ復帰させる。
【０１１３】
　これにより、それぞれ同じ係数ＫＡを有する室外熱交換器２３及び室内熱交換器４２、
５２を用いて構成された空気調和装置１において検出された過冷却度ＳＣｏ同士を比較す
るのとほぼ同じ条件において、過冷却度ＳＣｏの現在値と過冷却度ＳＣｏの基準値とを比
較したのと同様な結果を得ることができるため、経年劣化による過冷却度ＳＣｏの変動の
影響を排除することができる。
【０１１４】
　このように、冷媒漏洩検知モードにおいて冷媒量判定運転を行いつつ冷媒回路１０に充
填された冷媒量の適否を判定して冷媒漏洩の有無を検知する、冷媒量判定手段の一つであ
る冷媒漏洩検知手段として機能する制御部８により、ステップＳ３３～Ｓ３５の処理が行
われる。また、冷媒漏洩検知モードにおける冷媒漏洩の有無の検知の際に室外熱交換器２
３及び室内熱交換器４２、５２の経年劣化による過冷却度ＳＣｏへの影響を補償するため
の状態量補正手段として機能する制御部８により、ステップＳ３３の処理の一部が行われ
る。
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【０１１５】
　以上のように、本実施形態の空気調和装置１では、制御部８が、冷媒量判定運転手段、
状態量蓄積手段、冷媒量判定手段、制御変数変更運転手段、状態量補正式演算手段、及び
、状態量補正手段として機能することにより、冷媒回路１０内に充填された冷媒量の適否
を判定するための冷媒量判定システムを構成している。
【０１１６】
　（３）空気調和装置の特徴
　本実施形態の空気調和装置１には、以下のような特徴がある。
【０１１７】
　（Ａ）
　本実施形態の空気調和装置１では、室外熱交換器２３及び室内熱交換器４２、５２（す
なわち、空気調和装置１）が現地に設置され使用が開始された直後の状態からの経年劣化
の程度に応じて室外熱交換器２３及び室内熱交換器４２、５２の係数ＫＡが変動すること
、すなわち、係数ＫＡの変動に伴って、室外熱交換器２３における冷媒圧力である凝縮圧
力Ｐｃと外気温度Ｔａとの相関関係、及び、室内熱交換器４２、５２における冷媒圧力で
ある蒸発圧力Ｐｅと室内温度Ｔｒとの相関関係が変動することに着目して（図１０、図１
１参照）、冷媒量判定手段及び状態量補正手段として機能する制御部８において、冷媒量
Ｃｈの現在値を過冷却度ＳＣｏ、吐出圧力Ｐｄ、外気温度Ｔａ、吸入圧力Ｐｓ、及び、室
内温度Ｔｒの関数として表現し、冷媒漏洩検知運転時の過冷却度ＳＣｏの現在値及びこの
時の吐出圧力Ｐｄ、外気温度Ｔａ、吸入圧力Ｐｓ、及び、室内温度Ｔｒの現在値から冷媒
量Ｃｈの現在値を演算することにより、冷媒量の基準値である初期冷媒量と比較すること
で、経年劣化による運転状態量としての過冷却度ＳＣｏの変動の影響を排除することがで
きる。
【０１１８】
　これにより、この空気調和装置１では、室外熱交換器２３及び室内熱交換器４２、５２
の経年劣化が生じても、装置内に充填されている冷媒量の適否、すなわち、冷媒漏洩の有
無を精度よく判定することができる。
【０１１９】
　また、室外熱交換器２３については、係数ＫＡが変動する場合として、雨天や強風等の
天候の変動による場合も考えられるが、このような天候の変動についても、経年劣化と同
様に、係数ＫＡの変動に伴って、室外熱交換器２３における冷媒圧力である凝縮圧力Ｐｃ
と外気温度Ｔａとの相関関係が変動することになるため、結果的に、この際の過冷却度Ｓ
Ｃｏの変動の影響も排除することができる。
【０１２０】
　（Ｂ）
　本実施形態の空気調和装置１では、空気調和装置１の設置後の試運転において、現地に
おける冷媒充填によって初期冷媒量まで充填された後の運転状態量（具体的には、過冷却
度ＳＣｏ、吐出圧力Ｐｄ、外気温度Ｔａ、吸入圧力Ｐｓ、及び、室内温度Ｔｒの基準値）
を状態量蓄積手段として機能する制御部８に蓄積し、この運転状態量を基準値として、冷
媒漏洩検知モードにおける運転状態量の現在値と比較して、冷媒量の適否、すなわち、冷
媒漏洩の有無を判定しているため、実際に装置内に充填されている冷媒量である初期冷媒
量と冷媒漏洩検知時の現在の冷媒量との比較を行うことができる。
【０１２１】
　これにより、この空気調和装置１では、冷媒充填前にあらかじめ設定されていた規定冷
媒量と現地において充填された初期冷媒量との間にばらつきが生じたり、冷媒連絡配管６
、７の配管長さ、複数の利用ユニット４、５の組み合わせや各ユニット２、４、５間の設
置高低差よって冷媒量の適否の判定に使用される運転状態量（具体的には、過冷却度ＳＣ

ｏ）の変動の基準値に変動が生じる場合であっても、装置内に充填されている冷媒量の適
否を精度よく判定することができる。
【０１２２】
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　（Ｃ）
　本実施形態の空気調和装置１では、初期冷媒量まで充填された後の運転状態量（具体的
には、過冷却度ＳＣｏ、吐出圧力Ｐｄ、外気温度Ｔａ、吸入圧力Ｐｓ、及び、室内温度Ｔ
ｒの基準値）だけでなく、室外ファン２７や室内ファン４３、５３のような空気調和装置
１の構成機器の制御変数を変更して、試運転時とは異なる運転条件を模擬的に実現する運
転を行い、この運転中の運転状態量を状態量蓄積手段として機能する制御部８に蓄積する
ことができる。
【０１２３】
　これにより、この空気調和装置１では、室外ファン２７や室内ファン４３、５３等の構
成機器の制御変数を変更した運転中の運転状態量のデータに基づいて、室外熱交換器２３
や室内熱交換器４２、５２が経年劣化した場合のように、運転条件が異なる場合の各種運
転状態量の相関関係や補正式等を決定し、このような相関関係や補正式を用いて、試運転
時における運転状態量の基準値と運転状態量の現在値とを比較する際の運転条件の差異を
補償することができる。このように、この空気調和装置１では、構成機器の制御変数を変
更した運転中の運転状態量のデータに基づいて、試運転時における運転状態量の基準値と
運転状態量の現在値とを比較する際の運転条件の差異を補償することができるようになる
ため、装置内に充填されている冷媒量の適否の判定精度をさらに向上させることができる
。
【０１２４】
　（４）変形例１
　上述の空気調和装置１では、冷媒漏洩検知モードのステップＳ３３の冷媒量の適否の判
定において、実質的には、初期冷媒量まで充填された後の過冷却度ＳＣｏの基準値と、過
冷却度ＳＣｏの現在値とを比較することで、冷媒漏洩の有無を検知しているが、これに加
えて、冷媒自動充填運転のステップＳ１２において、冷媒の追加充填が開始してから完了
するまでの間の初期冷媒量よりも少ない量の冷媒が冷媒回路１０内に充填された状態の運
転状態量のデータを利用して、装置内に充填されている冷媒量の適否の判定を行うように
してもよい。
【０１２５】
　例えば、冷媒漏洩検知モードのステップＳ３３において、上述の初期冷媒量まで充填さ
れた後の過冷却度ＳＣｏの基準値と過冷却度ＳＣｏの現在値との比較による冷媒量の適否
の判定とともに、制御部８のメモリに蓄積された初期冷媒量よりも少ない量の冷媒が冷媒
回路１０内に充填された状態の運転状態量のデータを基準値として、運転状態量の現在値
との比較することができ、これにより、装置内に充填されている冷媒量の適否の判定精度
をさらに向上させることができる。
【０１２６】
　（５）変形例２
　上述の空気調和装置１においては、室外熱交換器２３及び室内熱交換器４２、５２の両
方の経年劣化等を補償するため、吐出圧力Ｐｄ、外気温度Ｔａ、吸入圧力Ｐｓ、及び、室
内温度Ｔｒの４つの運転状態量を使用しているが、室外熱交換器２３のみの経年劣化等を
補償する場合には、吐出圧力Ｐｄ及び外気温度Ｔａのみを考慮すればよい。また、室内熱
交換器４２、５２のみの経年劣化等を補償する場合には、吸入圧力Ｐｓ及び室内温度Ｔｒ
のみを考慮すればよい。
【０１２７】
　尚、この場合において、状態量蓄積手段として機能する制御部８には、室外熱交換器２
３のみの経年劣化等を補償する場合には吐出圧力Ｐｄ及び外気温度Ｔａ、又は、室内熱交
換器４２、５２のみの経年劣化等を補償する場合には吸入圧力Ｐｓ及び室内温度Ｔｒのデ
ータが蓄積されることになる。
【０１２８】
　（６）変形例３
　上述の空気調和装置１においては、圧縮機２１の吐出圧力Ｐｄを室外熱交換器２３にお
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ける冷媒圧力としての凝縮圧力Ｐｃに対応する運転状態量として、また、圧縮機２１の吸
入圧力Ｐｓを室内熱交換器４２、５２における冷媒圧力としての蒸発圧力Ｐｅに対応する
運転状態量として、状態量蓄積手段として機能する制御部８に蓄積し、室外熱交換器２３
及び室内熱交換器４２、５２の経年劣化等を補償する補正式のパラメータの決定に使用し
たが、圧縮機２１の吐出圧力Ｐｄに変えて凝縮温度Ｔｃを使用したり、また、圧縮機２１
の吸入圧力Ｐｓに代えて蒸発温度Ｔｅを使用してもよい。この場合においても、上述の空
気調和装置１と同様に、経年劣化等の補償を行うことができる。
【０１２９】
　（７）変形例４
　上述の空気調和装置１においては、室内ユニット全数運転、圧縮機回転数一定制御、及
び、室内熱交過熱度一定制御を含む冷媒量判定運転を行っている際における室外熱交換器
２３の出口における過冷却度ＳＣｏと冷媒回路１０内に充填されている冷媒量との間の相
関関係（図５参照）を利用して、冷媒自動充填時及び冷媒漏洩検知時における冷媒量の適
否の判定を行っているが、他の運転状態量と冷媒回路１０内に充填されている冷媒量との
間の相関関係を利用して、冷媒自動充填時及び冷媒漏洩検知時における冷媒量の適否の判
定を行ってもよい。
【０１３０】
　例えば、室内ユニット全数運転、圧縮機回転数一定制御、及び、室内熱交過熱度一定制
御を含む冷媒量判定運転を行っている際には、室外熱交換器２３の出口における過冷却度
ＳＣｏが大きくなると、室内膨張弁４１、５１によって膨張された後に室内熱交換器４２
、５２に流入する冷媒の乾き度が低下するため、室内熱交過熱度一定制御を行っている室
内膨張弁４１、５１の開度が小さくなる傾向が現れる。この傾向は、室内膨張弁４１、５
１の開度と冷媒回路１０内に充填されている冷媒量との間に、図１２に示されるような相
関関係があることを意味している。これにより、室内膨張弁４１、５１の開度によって冷
媒回路１０内に充填されている冷媒量の適否を判定することができる。
【０１３１】
　また、冷媒量の適否の判定基準として、室外熱交換器２３の出口における過冷却度ＳＣ

ｏによる判定結果、及び、室内膨張弁４１、５１の開度による判定結果の両方を利用して
冷媒量の適否の判定を行う等のように、複数の運転状態量の組み合わせにより冷媒量の適
否の判定を行ってもよい。
【０１３２】
　尚、この場合において、状態量蓄積手段として機能する制御部８には、試運転モードに
おいて、室外熱交換器２３の出口における過冷却度ＳＣｏの代わりに、又は、過冷却度Ｓ
Ｃｏとともに、室内膨張弁４１、５１の開度のデータが基準値として蓄積されることにな
る。
【０１３３】
　（８）変形例５
　上述の空気調和装置１においては、冷媒量判定運転を、室内ユニット全数運転、圧縮機
回転数一定制御、及び、室内熱交過熱度一定制御を含む運転としているが、室内熱交過熱
度一定制御に代えて、他の制御条件による冷媒量判定運転を行い、他の運転状態量と冷媒
回路１０内に充填されている冷媒量との間の相関関係を利用して、冷媒自動充填時及び冷
媒漏洩検知時における冷媒量の適否の判定を行ってもよい。
【０１３４】
　例えば、室内膨張弁４１、５１の開度を所定値に固定する冷媒量判定運転にしてもよい
。このような冷媒量判定運転を行う場合には、室内熱交換器４２、５２の出口における過
熱度ＳＨｉが変動することになるため、室内熱交換器４２、５２の出口における過熱度Ｓ
Ｈｉによって冷媒回路１０内に充填されている冷媒量の適否が判定できる。
【０１３５】
　尚、この場合において、状態量蓄積手段として機能する制御部８には、試運転モードに
おいて、室外熱交換器２３の出口における過冷却度ＳＣｏや室内膨張弁４１、５１の開度
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の代わりに、又は、室内熱交換器４２、５２の出口における過熱度ＳＨｉのデータが基準
値として蓄積されることになる。
【０１３６】
　（９）他の実施形態
　以上、本発明の実施形態について図面に基づいて説明したが、具体的な構成は、これら
の実施形態に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
【０１３７】
　（Ａ）
　上述の実施形態では、冷暖切り換え可能な空気調和装置に本発明を適用した例を説明し
たが、これに限定されず、冷房専用の空気調和装置や冷暖同時運転可能な空気調和装置に
本発明を適用してもよい。
【０１３８】
　（Ｂ）
　上述の実施形態では、試運転モードにおいて、制御変数変更運転を行い、この運転によ
って得られた運転データから経年劣化等の補償に必要な補正式のパラメータを決定してい
るが、冷媒量の適否の判定における精度が許容される限りにおいて、試運転時に制御変数
変更運転を行うことなく、あらかじめ設定された補正式のパラメータを使用して経年劣化
等の補償を行うようにしてもよい。
【０１３９】
　（Ｃ）
　また、上述の実施形態では、冷媒自動充填運転の際に、冷媒の追加充填が開始してから
完了するまでの間の初期冷媒量よりも少ない量の冷媒が冷媒回路１０内に充填された状態
の運転状態量のデータを制御部８のメモリに蓄積するようにしているが、冷媒漏洩検知モ
ードにおいて、これらのデータを使用しない場合には、冷媒の追加充填が開始してから完
了するまでの間の運転状態量のデータを蓄積することなく、初期冷媒量まで充填された後
の運転状態量のデータを蓄積するだけでもよい。
【０１４０】
　（Ｄ）
　上述の実施形態では、空気調和装置１の制御部８が、各種の運転制御手段、状態量蓄積
手段、冷媒量判定手段、状態量補正手段、及び、状態量補正式演算手段のすべての機能を
有する冷媒量判定システムを構成しているが、これに限定されず、例えば、図１３に示さ
れるように、空気調和装置１に、空気調和装置１の各構成機器を管理する管理装置として
常設されるローカルコントローラ６１が接続される場合には、空気調和装置１及びローカ
ルコントローラ６１によって、上述の制御部８が備えていた各種機能を有する冷媒量判定
システムを構成してもよい。例えば、ローカルコントローラ６１を空気調和装置１の運転
状態量を取得する状態量取得手段として機能させるとともに、状態量蓄積手段、冷媒量判
定手段、状態量補正手段、及び状態量補正式演算手段としても機能させる等の構成が考え
られる。この場合には、空気調和装置１の制御部８に、状態量補正式のパラメータの決定
のみに使用される大量の運転状態量のデータを蓄積したり、冷媒量判定手段、状態量補正
手段、及び状態量補正式演算手段としての機能を有しておく必要がなくなる。
【０１４１】
　また、図１４に示されるように、空気調和装置１に、一時的（例えば、サービスマンが
試運転や冷媒漏洩検知運転を含む検査を行う際等）にパーソナルコンピュータ６２を接続
し、空気調和装置１及びパーソナルコンピュータ６２によって、上述のローカルコントロ
ーラ６１と同様に機能させる等の構成が考えられる。尚、パーソナルコンピュータ６２は
、他の用途に使用される場合も考えられるため、状態量蓄積手段としては、パーソナルコ
ンピュータ６２に内蔵されたディスク装置等の記憶装置ではなく、外付けの記憶装置を使
用することが望ましい。この場合には、試運転や冷媒漏洩検知運転の際に、外付けの記憶
装置をパーソナルコンピュータ６２に接続して、各種運転に必要な運転状態量等のデータ
を読み出す操作や、各種運転で得られた運転状態量等のデータを書き込む操作を行うこと
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になる。
【０１４２】
　（Ｅ）
　また、図１５に示されるように、空気調和装置１に、空気調和装置１の各構成機器を管
理して運転データを取得する管理装置としてのローカルコントローラ６１を接続し、この
ローカルコントローラ６１を空気調和装置１の運転データを受信する情報管理センターの
遠隔サーバ６４にネットワーク６３を介して接続し、遠隔サーバ６４に状態量蓄積手段と
してのディスク装置等の記憶装置６５を接続することによって、冷媒量判定システムを構
成してもよい。例えば、ローカルコントローラ６１を空気調和装置１の運転状態量を取得
する状態量取得手段とし、記憶装置６５を状態量蓄積手段とし、遠隔サーバ６４を冷媒量
判定手段、状態量補正手段及び状態量補正式演算手段として機能させる等の構成が考えら
れる。この場合にも、空気調和装置１の制御部８に、状態量補正式のパラメータの決定の
みに使用される大量の運転状態量のデータを蓄積したり、冷媒量判定手段、状態量補正手
段及び状態量補正式演算手段としての機能を有しておく必要がなくなる。
【０１４３】
　しかも、記憶装置６５には、空気調和装置１からの大量の運転データを蓄積しておくこ
とができるため、冷媒漏洩検知モードにおける運転データも含めた空気調和装置１の過去
の運転データを蓄積しておき、これらの過去の運転データの中から、ローカルコントロー
ラ６１が取得した現在の運転データに類似した運転データを遠隔サーバ６４において選択
して、両データを比較して冷媒量の適否の判定を行うことが可能になる。これにより、空
気調和装置１特有の特性を考慮した冷媒量の適否を判定することが可能になり、また、上
述の冷媒量判定手段による冷媒量の適否の判定結果との併用により、冷媒量の適否をさら
に精度よく判定できるようになる。
【産業上の利用可能性】
【０１４４】
　本発明を利用すれば、室外ユニットと室内ユニットとが冷媒連絡配管を介して接続され
たセパレートタイプの空気調和装置において、室外熱交換器や室内熱交換器の経年劣化が
生じても、装置内に充填されている冷媒量の適否を精度よく判定できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１】本発明の一実施形態にかかる空気調和装置の概略の冷媒回路図である。
【図２】空気調和装置の制御ブロック図である。
【図３】試運転モードのフローチャートである。
【図４】冷媒自動充填運転のフローチャートである。
【図５】冷媒量判定運転における室外熱交換器の出口における過冷却度と、外気温度及び
冷媒量との関係を示すグラフである。
【図６】制御変数変更運転のフローチャートである。
【図７】冷媒量判定運転における吐出圧力と外気温度との関係を示すグラフである。
【図８】冷媒量判定運転における吸入圧力と外気温度との関係を示すグラフである。
【図９】冷媒漏洩検知モードのフローチャートである。
【図１０】室外熱交換器における係数ＫＡと凝縮圧力との関係を示すグラフである。
【図１１】室内熱交換器における係数ＫＡと蒸発圧力との関係を示すグラフである。
【図１２】冷媒量判定運転における室内膨張弁の開度と、室外熱交換器の出口における過
冷却度及び冷媒量との関係を示すグラフである。
【図１３】ローカルコントローラを用いた冷媒量判定システムである。
【図１４】パーソナルコンピュータを用いた冷媒量判定システムである。
【図１５】遠隔サーバ及び記憶装置を用いた冷媒量判定システムである。
【符号の説明】
【０１４６】
　　１　空気調和装置



(25) JP 4462096 B2 2010.5.12

　　２　室外ユニット
　　４、５　室内ユニット
　　６、７　冷媒連絡配管
　１０　冷媒回路
　２１　圧縮機
　２３　室外熱交換器
　４２、５２　室内熱交換器

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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